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■ ７. 気管切開の処置 

(1) 調査項目の定義 

「過去 14 日間にうけた特別な医療」の中の「気管切開の処置の有無」を評価する項目である。 

ここでいう「気管切開の処置」とは、医師の指示に基づき、過去 14 日以内に看護師等によって実

施された行為のみとする。 

 

(2) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

気管切開が行われている者に対して、カニューレの交換、開口部の消毒、ガーゼ交換、開口部から

の喀痰吸引などの処置が行われているかどうかを評価する。 
 

◆特記事項の例◆ 

半年前に気管切開が行われており、カニューレの交換、開口部の消毒、ガーゼ交換、開口部か
らの喀痰吸引等の処置が医師の指示に基づき、訪問看護によって行われているため、「ある（該
当する）」を選択する。 

 

(3) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 

気管切開はしていな

いが、日に 10 回ほど

喀痰吸引を行わなけ

ればならない。 

「ある（該当する）」 「ない（該当しない）」を選択する。 

気管切開が行われている者に対して、カニュー

レの交換、開口部の消毒、ガーゼ交換、開口部

からの喀痰吸引などの処置が行われているか

どうかを評価する。 

 

■ ８. 疼痛の看護 

(1) 調査項目の定義 

「過去 14 日間にうけた特別な医療」の中の「疼痛の看護の有無」を評価する項目である。 

ここでいう「疼痛の看護」とは、医師の指示に基づき、過去 14 日以内に看護師等によって実施さ

れた行為のみとする。 

(2) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

疼痛の看護において想定される疼痛の範囲は、がん末期のペインコントロールに相当するひどい痛

みであり、これらの病態に対し鎮痛薬の点滴、硬膜外持続注入、座薬、貼付型経皮吸収剤、注射が行

われている場合とする。 

整形外科医の指示で、理学療法士の行う痛みのための電気治療については該当しない。 

一般的な腰痛、関節痛などの痛み止めの注射や湿布等も該当しない。 

さする、マッサージする、声かけを行う等の行為も該当しない。 

痛み止めの内服治療は該当しない。 
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◆特記事項の例◆ 

がん末期のペインコントロールに相当する程度で、鎮痛薬の点滴や注射が行われており、「あ
る（該当する）」を選択する。 

 

(3) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 

整形外科医の指示で、

理学療法士の行う痛

みのための電気治療

が実施されている。 

「ある（該当する）」 「ない（該当しない）」を選択する。 

整形外科医の指示で、理学療法士の行う痛みの

ための電気治療については該当しない。また、

さする、マッサージする、声かけを行う等の行

為も該当しない。 

 

■ ９. 経管栄養 

(1) 調査項目の定義 

「過去 14 日間にうけた特別な医療」の中の「経管栄養の有無」を評価する項目である。 

ここでいう「経管栄養」とは、医師の指示に基づき、過去 14 日以内に看護師等によって実施され

た行為のみとする。 

 

(2) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

経口、経鼻、胃ろうであるかは問わない。 

また、管が留置されている必要はなく、一部経口摂取が可能である場合であっても、経管栄養が行

われている場合も含む。 

「経管栄養」については、栄養の摂取方法として、経管栄養が行われているかどうかを評価する項

目のため、栄養は中心静脈栄養で摂取し、投薬目的で胃管が留置されている場合は該当しない。 
 

◆特記事項の例◆ 

脳卒中の後遺症で、食事の経口摂取が困難である。管が継続的に留置されておらず、一部経口
摂取が可能であるが、摂取量を見て経鼻的に経管栄養が行われているため、「ある（該当する）」
を選択する。栄養剤等の注入は、医師の指示に基づき、訪問看護によって行われている。 

(3) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 

栄養は中心静脈栄養

で摂取し、投薬目的で

胃管が留置されてい

る。 

「ある（該当する）」 「ない（該当しない）」を選択する。 

栄養の摂取方法として、経管栄養が行われてい

るかどうかを評価する項目のため、栄養は中心

静脈栄養で摂取し、投薬目的で胃管が留置され

ている場合は該当しない。 

 


